
コンソーシアム協定書 

（目的） 

第 1 条 当コンソーシアムは、橿原市教育委員会が発注する「橿原市立小・中学校トイレ洋式化

改修工事 A 工区・B 工区」（以下「本契約」という。）を適切に履行することを目的とする。 

（事業の所在地） 

第 2 条 当コンソーシアムは、事務所を                           

に置く。 

（成立の時期及び解散の時期） 

第 3 条 当コンソーシアムは、令和  年  月  日に成立し、その存続期間は、本契約の入

札の結果、落札者となった場合は契約期間が完了し、当コンソーシアムの精算が終了するまでと

し、その他の場合は、橿原市と落札者との間で本契約が締結された日までとする。 

（構成員） 

第 4 条 当コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。 

所 在 地  

商号又は名称  

所 在 地  

商号又は名称  

（構成員の名称） 

第 5 条 当コンソーシアムは、               を代表構成員とし、                 

を第 2 構成員とする。 

（代表者の権限） 

第 6 条 代表者は、本契約に関し、当コンソーシアムを代表し、その権限を行うことを名義上明

らかにした上で下記の権限を有する者とする。 

(1) 入札に関すること。 

(2) 契約金額の請求及び受領に関すること。 

(3) 当コンソーシアムに属する財産の管理に関すること。 

（業務分担） 

第 7 条 当コンソーシアムの構成員の業務分担（前条で定めるものを除く。）は、次のとおりとす

る。 

       業務内容                  商号又は名称 

(1)                                           

(2)                                           

（運営委員会） 

第 8 条 当コンソーシアムは、代表構成員と第 2構成員により運営委員会を設け、組織及び編成

並びに本契約の履行の基本に関するする事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当コンソ

ーシアムの運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、本契約の履行にあたる

ものとする。 

（構成員の責任） 



第 9 条 当コンソーシアムの構成員は、第 1 条に規定する契約の履行及び下請契約その他の契約

の実施に伴い当コンソーシアムが負担する債務の履行について、連帯して責任を負うものとす

る。 

（取引金融機関） 

第 10 条 当コンソーシアムの取引金融機関は、     銀行     支店とし、当コンソー

シアムの代表構成員の代表者名義の預金口座によって取引するものとする。 

（構成員の経費の分配） 

第 11 条 当コンソーシアムの構成員は、第 8条で規定する業務を分担して実施するため、運営委

員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 

（共通費用の分担） 

第 12 条 本契約の履行中に発生した共通の経費については、運営委員会の定めるところにより費

用を負担するものとする。 

（構成員間の責任負担） 

第 13 条 当コンソーシアムの構成員が第 8 条で規定する業務に関し、橿原市、第三者又は他の構

成員に損害を与えた場合は、当該構成員がその責任を負担するものとする。 

（委任） 

第 14 条 第 2 構成員は、別添委任状のとおり、入札に関する事項等の権限を代表構成員に委任す

るものとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 

（協定書に定めのない事項） 

第 16 条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

         及び         は、上記のとおりコンソーシアム協定を締結したの

で、その証拠として、この協定書３通を作成し、各通に全ての構成員が記名捺印し、各自所持す

るものとする。 

 

代表構成員 

所 在 地                           

商 号 又 は 名 称                           

代表者役職・氏名                           印 

第 2 構成員 

所 在 地                           

商 号 又 は 名 称                           

代表者役職・氏名                           印 


